
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
特
例
選
挙

期
日
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
特
例
選
挙
期
日

を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
九
号
）

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
特
例
選
挙
期
日
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
選
挙
で
あ
っ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
定
め
る
日
と
す
る
。

種

類

区

域

特
例
選
挙
期
日

市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長

福
島
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
九
日

の
選
挙

南
会
津
郡
の
う
ち
檜
枝
岐
村

茨
城
県
の
う
ち

水
戸
市

岩
手
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
六
月
十
九
日

九
戸
郡
の
う
ち
洋
野
町

福
島
県
の
う
ち

伊
達
郡
の
う
ち
国
見
町

岩
手
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
六
日

下
閉
伊
郡
の
う
ち
普
代
村

福
島
県
の
う
ち

耶
麻
郡
の
う
ち
磐
梯
町
及
び
猪
苗
代

町

河
沼
郡
の
う
ち
会
津
坂
下
町
及



び
柳
津
町

大
沼
郡
の
う
ち
昭
和
村

福
島
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
七
月
十
日

白
河
市

岩
手
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日

二
戸
市

岩
手
郡
の
う
ち
雫
石
町
及

び
滝
沢
村

宮
城
県
の
う
ち

白
石
市

福
島
県
の
う
ち

福
島
市

福
島
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
八
月
七
日

会
津
若
松
市

岩
手
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
八
日

盛
岡
市

宮
城
県
の
う
ち

柴
田
郡
の
う
ち
村
田
町

福
島
県
の
う
ち

西
白
河
郡
の
う
ち
西
郷
村

福
島
県
の
う
ち

平
成
二
十
三
年
九
月
四
日

郡
山
市

須
賀
川
市

岩
瀬
郡
の
う

ち
鏡
石
町



○
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
）

抄（
選
挙
期
日
の
特
例
等
）

第
一
条

指
定
市
町
村
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
八

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
統
一
地
方
選
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
は
東
日
本
大
震
災
（

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
影
響
の
た
め
選
挙
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
及
び
指
定
県
（
指
定
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
県
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
同

年
六
月
十
日
ま
で
の
間
に
そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙

の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
特

例
選
挙
期
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

指
定
市
町
村
及
び
指
定
県
の
う
ち
、
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て

そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条

第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

３

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
指
定
市
町
村
又
は
指
定
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
に
つ
い
て
、
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る

日
が
平
成
二
十
三
年
六
月
十
一
日
か
ら
特
例
選
挙
期
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
又
は
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
五
日
ま
で
に

生
じ
た
と
き
は
、
当
該
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一

項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

４

特
例
市
町
村
（
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
指
定
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
う
ち
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
の
た
め
公
職

選
挙
法
第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
に
お
い
て
は
選
挙
を
適
正
に



行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
例
県
（
特
例
市
町
村
の
区

域
を
包
括
す
る
県
で
あ
っ
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
指
定
県
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
平
成
二

十
三
年
六
月
十
一
日
か
ら
特
例
選
挙
期
日
ま
で
の
間
に
そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
議
会
の
議
員
又
は

長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
の
期
日
は
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

５

特
例
市
町
村
又
は
特
例
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
に
つ
い
て
、
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
第
三
条
各
号
に
掲

げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
五
日
ま
で
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項

又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

６

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
特
例
選
挙
期
日
を
定
め
る
政
令
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め

当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


